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  FP的な
保険販売の

「FP資格取得を目指して勉強したけれど、保険販売の
実績につながらない…」という嘆きの声を聞いて本書
は生まれました。知識を実践に生かしきれずに悩んで
いる方に「勉強した知識をどのように販売の現場で展
開していくのかのコツ(=ヒント)」を体感していただくた
めの書籍です。

「保険販売につなげるために」という点に絞った事例
を設定し、こんなお客さまがいたら「どんなきっかけを
見つけて話をしていけば良いのだろう?」という視点か
ら、アプローチの糸口を一緒に考えていきます。知識を
実践に生かしきれずにお悩みの方に、ぜひおすすめし
たい１冊です。

第●❶章 ライフプラン全般
◆ 保険は損だと思っている人への
アプローチ

◆ 教育費からのアプローチ 

第●❷章 年 金 編
◆ ねんきん定期便を使った提案のヒント 
◆ 専業主婦には保険はいらないと
考えている人への提案 

第●❸章 医 療 編
◆ 社会保険料の不思議
◆ 出産を機に退職を考えている
人への提案

第●❹章 介 護 編
◆ 障害年金と介護保険からの提案
◆ 障害年金や介護の話 

第●❺章 相 続 編
◆ 円満な財産分割のための保険提案
◆ お子さまのいないご夫婦への
アドバイス

第●❻章 Ｔ Ａ Ｘ 編
◆ 確定申告をきっかけとした提案
◆ 医療費控除の具体的計算からの
提案 

第●❼章 法 人 編
◆ 個人契約の必要性を知っていただく
提案

◆ 赤字法人への保険提案

など

自営業者の
方の公的保

障が充実し
ていないこ

とは皆さん
よくご存知

のとおりで
すが、

「遺族基礎
年金」が支

給対象外と
なったとき

の給付のこ
とはあまり

理解されて
いない

ようです。

今回は、自
営業の方の

「遺族基礎
年金以外」

の給付を考
えてみまし

ょう。

国民年金
の第1号被

保険者の
方が亡く

なった場
合、遺族

基礎年金
は18歳年

度末（障
害等級1・

2級の場合
は20歳未

満）までの
期間しか

支給を受
ける権利

がないこ
とは皆さ

んよくご
存知のと

おりです。

よく、お子
さまが高校

を卒業して
しまった場

合、万一の
ときには「

寡婦年金」
や「死亡一

時金」

が支給さ
れると言

われます
が、寡婦

年金は「
第1号被保

険者とし
ての保険

料納付済
期間また

は

保険料免除
期間が10

年以上ある
方が亡くな

った場合に
、10年以

上婚姻期間
のあった妻

が60歳

から65歳
になるまで

受給できる
」というも

のです。

Aさん（43
歳）とB子

さん（41歳
）は

二人で小
さな小料

理屋を経
営して

います。二
人とも20

歳からきち
ん

と国民年金
保険料を支

払っていて
、

滞納もして
いません。

お子さんは
既

に高校を
卒業して遺

族基礎年
金の

支給を受け
る権利はあ

りません。

今、もしA
さんに万

一のことが
あっ

た場合の
遺族保障

はどうなる
のか

を含め、ど
んなアドバ

イスをすれ
ば

よいでしょ
う。

遺族基礎
年金を受

け取る権
利はあ

りません
から、Aさ

んに万一
のこと

が起こった
場合、「死

亡一時金
」や

「寡婦年金
」が受け取

れます。

（43歳）
Aさん

（小料理屋
店主）

（41歳）
B子さん

（夫と共に
働いている

）

子どもは独
立

寡婦年金は
「第１号被

保険者とし
て10年以

上加入」と
いう条件が

ある

ため、Aさ
んが会社

員で働いた
経験がある

場合には、
その期間に

相

当する年金
額は支給の

対象にはな
りません。

case 6 遺族基礎
年金の支

給対象外
の方への

提案

（遺族年
金）
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● 生命保
険を活用

した対策
には「個

人契約の
活用」と「

法人契約
の活用」

の２

種類がある

相続・事業
承継対策の

ための生命
保険活用に

は、次の2
種類の提案

が可能です
。

１． 個人
契約の活

用：契約
者・被保

険者＝オ
ーナー社

長（Aさん
）、死亡保

険金受取
人＝後継

者

（Bさん）

Aさんの相
続発生時に

Bさんが死
亡保険金を

受け取り、
遺産分割資

金および納
税資金に充

当します。

２．法人
契約の活

用：契約
者・死亡

保険金受
取人＝会

社、被保
険者＝オ

ーナー社
長（Aさん

）

会社はAさ
んの死亡に

より生命保
険会社から

死亡保険金
を受け取り

、これを財
源にBさん

に死亡

退職慰労
金を支払

います（
退職慰労

金規程で
受取人を

Bさんとす
る必要あ

り）。Bさ
んはそれ

を

遺産分割資
金および納

税資金に充
当します。

遺産の多
くを占め

る事業用
資産を相

続したBさ
んが、相

続財産の
少ない他

の相続人
（奥さま

、

長女、二
女）に自

己の財産
や受け取

った死亡
保険金等

から現金
を渡して

不足分を
補填する

遺産

分割の方
法を代償

分割と言
い、遺産

分割に対
する不満

解消に効
果的です

。なお、
遺留分侵

害額

請求を起こ
された場合

も、同様に
対応可能で

す。

遺産分割
資金・納税

資金対策
のための

現金確保
が対策の

ポイント

自社株

事業用資産

その他

死亡保険金

税 

務 

署

相続発生

遺産分割の
不満解消

相続税納付

遺産分割資
金・

納税資金に
充当

生命保険加
入

相　続

相　続

長女
奥さま

二女

Bさん

Aさん

現金を渡す
（代償交付

金）

自社株

事業用資産

その他

死亡保険金

死亡
退職慰労金

税 

務 

署

相続発生

会社からB
さん

に支払い

遺産分割の
不満解消

相続税
納付相　続

相　続

長女
奥さま

二女

Bさん

Aさん

現金を渡す
（代償交付

金）

会　社 遺産分割資
金・

納税資金に
充当Aさんの死

亡で

保険会社支
払い

（会社受取
り）

生命保険加
入

オーナー社
長の相続対

策は、事業承
継対策の重

要なポイン
トのひとつ

。

今、すぐにで
も始めた方

がよいこと
をお伝えし

ましょう！

公的保障である遺族年金は、誰にでも支給されるものではありません。私たちは、
その要件に該当しない人に対しては自助努力の必要性を訴えることが必要です。
今回は公的年金の知識を活かし、新婚夫婦への提案を考えてみましょう。

今でこそライフプラン講習などを行っている企業もありますが、多くの場合は定年退職者向け
のものが中心ですから、「自分が万一のときに妻には5年分の遺族厚生年金しか支給されない」
ということを理解している若い世代の人はほとんどいないはずです。
したがって、

と保障の提案をすることが大切です。

32歳のA男さんは、職場の同僚で
あったB子さん（同じく32歳）と今
春めでたく結婚したばかりです。ま
だ子どもはいませんが、結婚を機に
B子さんは専業主婦になりました。
しかし、「サラリーマンだから、もし
ものことがあったとしても遺族厚生
年金が出るから、万一の保障は子ど
もができてから考えるよ」と保険加
入を断っています。
さて、A男さんにはどんなアドバイ
スが必要なのでしょう。

確かにA男さんに万一のことがあっ
たときには遺族厚生年金が支給さ
れます。
しかし、令和10年4月以降にA男さ
んが亡くなった場合「平成元年4月
2日以降生まれの妻」に対して支給
される遺族厚生年金は原則5年間
の有期年金となります。
したがって、もしA男さんに万一の
ことがあった場合に奥さまに支給さ
れる遺族厚生年金は原則として5年
分でおしまいです。

（32歳・会社員） A男さん （32歳・専業主婦）B子さん

まだ子どもはいない

A男さんが万一のときには奥さまに遺族厚生年金が支払われることになり
ますが、5年間だけですし、お子さまもいないうちは遺族基礎年金も支給
されませんので、奥さまに対する責任は思った以上に重いのですよ。

case 7 若い奥さまへの遺族年金（平成元年4月2日以降生まれ）
（遺族年金）
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よく勘違いされがちなのが「ひと月でかかった自己負担」と思われていることです。9月16日
から10月15日までは30日間ですが、高額療養費の計算上は9月16日～9月30日までが1カ
月、10月1日～10月15日までは別の1カ月として個々に計算されます。

知識の再確認と実践への応用
●差額ベッド代は患者の同意が必要だが…
私たちが生命保険を販売するときのニーズ喚起で欠かせないのが「差額ベッド代」の話です。
１日平均で6～7千円程というのはよく聞く数字だと思います。

差額ベッド代の徴収には原則として「患者の同意」が必要です。しかし、差額ベッド代のかか
らない大部屋が私たちの都合に合わせて空いているとは限りません。

●ある程度の負担なら差額ベッド代の支払いの覚悟がある人が多い
そして、私たちが思う以上に「入院時の快適さ」を求める人は多く、ある程度の自己負担を支
払っても個室を希望する人は多いのです。

体の変調は私たちの都合に合わせることなく突然襲ってきます。そのため、
月末から月始にかけての入院は、相応の自己負担になる可能性もあります。

1人室 2人室 3人室 4人室 平均

8,625円 3,149円

厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況（令和6年8月1日現在）」

2,778円 2,780円 6,862円

【差額ベッド代の１日あたり平均徴収額】

体調の悪い家族を前に「一人部屋しか空いていませんが、いかがですか？」
と聞かれて、「他の病院を探します」と言い切ることができる人は少ないと
思います。

希望する
10.4%

希望しない
35.3%

9.0%

病状等によっては
希望する
42.9%

1日あたり
5,000円未満なら

希望する

1日あたり
1万円未満なら
希望する
2.5%

エフピー教育出版「令和6年 サラリーマン世帯生活意識調査」

【差額ベッド代を自己負担しても個室や少人数の部屋を希望するか】

かつては「働くご主人に専業主婦の奥さまという世帯」が平均的なモデル世帯とさ

れていましたが、働く奥さまも増えており、従来どおりの保障の考え方では対応で

きないケースも多くなってきました。
今回も、遺族年金の知識を活用し、共働き世帯への提案を考えてみましょう。

ご夫婦ともに厚生年金をもらえるAさんご夫婦の場合、現時点でAさんに万一のことが起こった

場合は奥さまのB子さんに遺族厚生年金が支給されます。

奥さまは働いた給料に加え、「遺族厚生年金＋中高齢寡婦加算」を受け取ることができますの

で、経済的な問題はあまり考えなくても良いのかもしれません。

●B子さんが65歳になったら遺族厚生年金がもらえなくなるケースが多い

ところがB子さんが65歳になると、B子さん自身の老齢厚生年金が支給される代わりに、多く

の場合に遺族厚生年金が支給されなくなります。

65歳以降のB子さんの「老齢厚生年金」が、「亡くなったAさんの遺族厚生年金」より多けれ

ば、B子さんには遺族厚生年金は支払われません。

「自分の厚生年金と、夫の遺族年金で老後はなんとかなるでしょう」と勘違いをしている奥さま

は意外に多いのです。

Aさん（55歳）、B子さん（54歳）の
ご夫婦はともにサラリーマンとして
働いています。お子さま二人はとも
に独立して教育費の負担はありま
せん。
ご主人に生命保険の加入をお勧め
しているのですが、「私に万一のこ
とがあっても遺族年金も出るし、妻
の生活が困ることはない」と断られ
ています。
さて、どう提案していけばよいので
しょうか？

B子さんが65歳以降のとき、Aさん
に万一のことがあっても、遺族厚生
年金はほとんど期待できない金額
しかもらえないので、奥さまの老後
生活は厳しくなることが予想されま
す。

B子さんが現役のうちは、給与収入と遺族年金等で経済的

な心配は少ないかもしれませんが・・・

共働きの奥さまで、老後にご主人の遺族厚生年金がもらえ

なくなることを知らない方は多いのです。

case 10
熟年共働き世帯の人への提案

（遺族年金）
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遺族厚生年金等の改正（令和10年4月施行）にも対応

知識を実践に生かしきれずに悩んでいる方へ

保険商品の
説明ばかりじゃ
ダメなのかしら？

※体裁・内容等、一部変更に
なる場合がございます。


